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平
成
27
年
度
特
定
健
康
診
査
の
実
施
結
果
に
つ
い
て

介
護
休
業
手
当
金
に
係
る
変
更
点
に
つ
い
て

人
間
ド
ッ
ク
等
申
込
状
況

知
っ
て
お
き
た
い
！
退
職
後
の
共
済
制
度

３
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
組
合
員
の
皆
様
へ

被
扶
養
者
の
取
消
手
続
を
お
忘
れ
な
く

柔
道
整
復
師（
接
骨
院
・
整
骨
院
）の
か
か
り
方

え
ひ
め
フ
ァ
ミ
リ
ー
健
康
相
談

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

年
金
者
連
盟
か
ら
の
ご
案
内

睡
眠
は
、
休
養
の
基
本
！

「
質
」
を
高
め
る
た
め
の
ヒ
ン
ト

入
学
・
修
学
貸
付
受
付
中
で
す
／
他

保
証
人
に
つ
い
て
正
し
い
知
識
を
持
ち
ま
し
ょ
う
！

海洋堂／鬼北町



　

平
成
27
年
度
に
実
施
し
た
特
定
健
康
診

査
の
結
果
分
析
を
行
い
ま
し
た
。

１　

受
診
率
等
の
状
況

　

平
成
27
年
度
の
受
診
率
は
、
1
月
号

で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、
組
合
員
95
・

８
％
、
被
扶
養
者
49
％
で
し
た
。

２　

階
層
化
結
果
の
状
況
（
表
１
）

　

平
成
27
年
度
は
特
定
健
康
診
査
に
基

づ
く
階
層
化
の
結
果
、
男
性
の
約
3
割
、

女
性
の
約
1
割
が
特
定
保
健
指
導
の
対

象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
各
階
層
別
に
該

当
者
の
割
合
が
多
い
所
属
所
は
、
下
表

の
と
お
り
で
す
。

　

男
性
組
合
員
の
特
定
保
健
指
導
対
象
者

は
南
予
地
域
が
多
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

３　

喫
煙
状
況

　

男
性
の
約
3
割
が
喫
煙
者
と
な
っ
て

い
ま
す
。
喫
煙
率
は
わ
ず
か
で
は
あ
り

ま
す
が
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

４　

検
査
項
目
別
の
有
所
見
状
況（
図
１
）

　

図
1
の
8
項
目
の
う
ち
、
過
去

１
〜
２
か
月
の
血
糖
状
態
を
表
す

H
b
A
1
c
は
、
有
所
見
率
が
平
成
24

年
か
ら
毎
年
増
加
し
て
お
り
、
4
年
間

で
男
性
は
10
％
、
女
性
は
15
％
も
有
所

見
率
が
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
男
女
と
も
有
所
見
率
が
40
％
に

達
し
、
2
・
5
人
に
1
人
は
血
糖
異
常
が

あ
り
ま
す
。

５　

主
要
3
項
目
の
有
所
見
状
況（
図
2
）

　

健
診
結
果
の
主
要
3
項
目
（
血
圧
・

脂
質
・
血
糖
）
に
絞
っ
て
結
果
を
見
る
と
、

有
所
見
な
し
の
男
性
組
合
員
は
１
割
し

か
い
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
3
項
目
全
て
に
異
常
が
あ
る

男
性
組
合
員
は
、
23
・
４
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。
複
数
の
項
目
で
異
常
が
あ
る

場
合
、
疾
病
の
発
生
リ
ス
ク
が
非
常
に

高
く
な
り
ま
す
の
で
、
早
急
な
生
活
習

慣
の
改
善
、
適
切
な
医
療
受
診
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
、
対
象
者
と

な
っ
た
方
に
は
必
ず
特
定
保
健
指
導
を

ご
利
用
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
て
い

ま
す
。
人
間
ド
ッ
ク
受
診
当
日
に
特
定

保
健
指
導
（
動
機
付
け
支
援
）
が
で
き

る
健
診
機
関
も
あ
り
ま
す
の
で
、
是
非

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

表１　平成27年度　所属所別の特定健康診査実施者の階層化結果
情報提供（メタボに該当しない方） 動機付け支援（メタボ一歩手前の方） 積極的支援（メタボのリスクが高い方）

順位 所属所名 該当者の
割合（％） 順位 所属所名 該当者の

割合（％） 順位 所属所名 該当者の
割合（％）

男
性
組
合
員

１ 大洲市・喜多郡特別養護老人
ホーム事務組合 80.8 １ 松野町 16.7 １ 内子町 25.0

２ 松山市公営企業局 79.6 ２ 宇和島市 15.2 ２ 南予水道企業団 24.1

３ 砥部町 79.3 ３ 市立八幡浜総合病院 13.9 ３ 八幡浜地区施設事務組合 24.0

４ 四国中央市 78.0 ４ 久万高原町 13.8 ４ 松前町 23.3

５ 大洲地区広域消防事務組合 77.4 ５ 愛南町 13.2 ５ 宇和島市 23.1 

女
性
組
合
員

１ 砥部町 94.4 １ 宇和島市病院局 11.0 １ 上島町 10.0

２ 今治市 93.3 ２ 新居浜市 9.6 ２ 八幡浜地区施設事務組合 9.5

３ 市立大洲病院 92.3 ３ 東温市 9.1 ３ 四国中央市 9.2

４ 大洲市 92.0 ３ 宇和島市 9.1 ４ 愛南町 9.0

５ 西条市 91.7 ５ 市立八幡浜総合病院 9.0 ５ 内子町 7.5

平
成
27
年
度
特
定
健
康
診
査
の

実
施
結
果
に
つ
い
て

図１　平成24～27年度の検査項目別の有所見率の比較
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介護休業手当金に係る変更点について介護休業手当金に係る変更点について
介護休業手当金について、平成２９年１月１日から次の２点が変更されました。介護休業手当金について、平成２９年１月１日から次の２点が変更されました。

（経過措置）
　平成２９年１月１日（施行日）をまたいだ場合の介護休業手当金の支給期間は、施行日前の介護休業の日数を含めて通算し
て６６日を超えない範囲になります。

変 更 前

介護休業の開始の日から起算して３月
を超えない範囲

変 更 後

介護休業の日数を通算して６６日（※）
を超えない範囲

（※）土曜日、日曜日を除く

給付上限額（日額）が
変更されました

給付上限額（日額）が
変更されました

　介護休業手当金の給付日額には、雇用保険法に準じた給付上限額が設けられて
おり、給付上限相当額といいます。この給付上限相当額の算定に用いる賃金日額
の区分が変更されたことにより、次のとおり変更されました。
　なお、この改正は平成２９年１月１日から施行されますが、平成２８年８月１日
以降に介護休業を開始した方に係る介護休業手当金から適用されます。

支給期間が
変更されました
支給期間が
変更されました

　育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律）の改正により、平成２９年１月１日から介護休業について３回を上
限として分割取得できることとされたことに伴い、介護休業手当金の支給期間が
次のとおり変更されました。

変 更 前

１２，９２７円

変 更 後

１４，２０７円

給付上限相当額（給付日額の限度額）

※ この上限額に該当するのは、
　標準報酬月額が47万円以上の
　方になります。

図２　主要３項目の有所見状況

人
間
ド
ッ
ク
等
申
込
状
況

　

平
成
29
年
度
の
人
間
ド
ッ
ク
等
申
込
状

況
は
、
次
表
の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。

現
在
健
診
機
関
と
の
調
整
を
行
っ
て
お
り

ま
す
が
、
第
一
希
望
の
申
込
内
容
で
の
決

定
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。ま
た
、申
込
後
の
健
診

機
関
・
利
用
区
分
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

 

「
人
間
ド
ッ
ク
等
利
用
券
」が
お
手
元

に
届
き
ま
し
た
ら
健
診
日
ま
で
紛
失
し
な

い
よ
う
に
保
管
し
、
当
日
健
診
機
関
に
ご

提
出
く
だ
さ
い
。
利
用
券
の
提
出
が
な
い

場
合
は
、
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

平成29年度人間ドック等申込状況　　　　　　　（人）
　　　　 種別

利用区分
組合員 被扶養者 合計

１日 8,435 1,696 10,131

２日通院 298 5 303

１泊２日 311 11 322

脳ドック 321 － 321

合計 9,365 1,712 11,077
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退
職
す
る
と
、
退
職
日
の
翌
日
か
ら
組

合
員
の
資
格
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
上

図
の
い
ず
れ
か
の
医
療
保
険
制
度
へ
の
加

入
手
続
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

今
号
で
は
、
共
済
組
合
の
任
意
継
続
組
合

員
制
度
（
以
下
「
任
継
」
と
い
う
。）
に
つ

い
て
説
明
し
ま
す
。

　

退
職
後
も
在
職
中
と
同
様
に
短
期
（
医

療
）
給
付
（
休
業
給
付
は
除
く
。）
と
共

済
貯
金
な
ど
の
福
祉
事
業
の
一
部
に
つ
い

て
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で

す
。

医
療
保
険

任
意
継
続
組
合
員
制
度
と
は
？

【
加
入
要
件
】

　

退
職
の
日
の
前
日
ま
で
引
き
続
き
１
年

以
上
組
合
員
で
あ
っ
た
こ
と

【
申
請
手
続
】

　

退
職
の
日
か
ら
20
日
以
内
に
、
退
職
時

の
所
属
所
を
経
由
し
て
「
任
意
継
続
組
合

員
資
格
取
得
申
出
書
」
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

【
加
入
で
き
る
期
間
】

　

２
年
間
を
限
度
と
し
、
申
出
に
よ
り
途

中
で
脱
退
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

【
掛
金
に
つ
い
て
】

　

短
期
給
付
に
必
要
な
費
用
は
、
組
合
員

と
地
方
公
共
団
体
が
折
半
に
よ
り
負
担
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
退
職
後
、

任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
場
合
は
、
地

方
公
共
団
体
の
負
担
分
を
含
め
た
全
額
が

組
合
員
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

 　

ま
た
、
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
は
、

介
護
保
険
の
保
険
料
の
納
付
が
必
要
で

す
。

　

掛
金
額
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
次

頁
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

【
掛
金
の
納
付
方
法
】

　

毎
月
払
い
、
半
年
前
納
、 

１
年
前
納（
年

度
単
位
）
の
３
通
り
の
方
法
が
あ
り
、
半

年
前
納
、
１
年
前
納
に
つ
い
て
は
、
割
引

知
っ
て
お
き
た
い
！ 

退
職
後
の
共
済
制
度

平
成
28
年
度
退
職
予
定
者

相
談
会
全
日
程
終
了

参
加
者
４
４
０
人

　

退
職
間
近
の
組
合
員
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
、
退
職
後
の
生
活
設
計
の
参
考
と
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
平
成
28
年
度
退
職
予
定
者
相
談
会

を
県
内
10
か
所
で
開
催
し
、
先
月
22
日
に
全
日
程
を
終
了
し
ま
し
た
。

　

こ
の
相
談
会
で
は
、
ま
ず
始
め
に
全
体
説
明
会
と
し
て
、
退
職
後
に
加
入
す
る
医
療
保
険
制
度
（
主
に
共
済
組
合
の
任
意
継
続
組
合
員

制
度
）
に
つ
い
て
、
ま
た
、
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
や
仕
組
み
等
一
般
的
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
そ
の
後
、
個
々
の
事
情
に
よ

り
確
認
し
た
い
こ
と
な
ど
が
あ
る
方
を
対
象
に
、
個
別
相
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
な
お
、
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

再就職先に健康保険制度がない

【60歳未満の被扶養配偶者がいる場合】
　組合員が退職後、再就職しない場合には、その被扶養配偶
者（60歳未満の者）は国民年金の第3号被保険者から第1号
被保険者に種別が変更となり、国民年金の保険料を納付する
必要が生じます。
　手続については、居住地の市区町村役場にご照会ください。

ご
注
意

　

く
だ
さ
い

退　　職　　後

再就職する 再就職しない

いずれかを選択してください

区　　分 就職先の健康保険 国民健康保険 共済組合の
任意継続組合員

家族が加入している
健康保険の被扶養者

自己負担
割　　合

3割
（70歳～74歳は※2割（一定以上所得者は3割））

附加給付 各健康保険組合に
より異なります。 なし あり 各健康保険組合に

より異なります。

保 険 料
（掛 金） あり あり あり なし

手 続 等
就職先で手続を
してください。

居住地の市区町村
で手続をしてくだ
さい。

退職時の所属所を
経由して手続をし
てください。

認定要件がありま
すので、家族が勤め
ている職場にお問
い合わせください。
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制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
納
付
忘
れ
を
防

ぐ
た
め
に
も
お
得
な
前
納
払
い
を
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

【
被
扶
養
者
に
つ
い
て
】

　

退
職
時
に
被
扶
養
者
と
し
て
認
定
さ
れ

て
い
た
方
は
、
認
定
要
件
に
変
更
が
な
け

れ
ば
、
引
き
続
き
被
扶
養
者
と
し
て
認
定

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

任
継
と
国
保

ど
ち
ら
に
加
入
す
る
ほ
う
が
有
利
？

支払方法による年間掛金額（上限額）の比較
年間掛金額
29年度
460,236円
（65,292円）
455,753円
（64,656円）
452,065円
（64,133円）

※1 平成29年4月に資格取得した場合の掛金額です。
　2 半年または1年前納の場合には、割引が適用されます。
　3 （　）内は介護掛金額です。

区分

毎月払い

半年前納

1年前納

掛金率及び月額掛金の上限額

29年度

100.93‰
（14.32‰）
38,353円
（5,441円）

※（　）内は介護掛金率及び介護掛金額です。

区分

掛金率

月額掛金
の上限額

平成29年度任意継続掛金（短期掛金・介護掛金）について
平成 29 年度の任意継続組合員に係る掛金率及び掛金額は、下表のとおりとなります。

組
合
員
証
の
返
納
は
速
や
か
に
！

お

願

い

任意継続掛金の算定式

※１ 介護掛金は、40歳以上65歳未満の方が納付することとなります。
　２ 掛金率及び平均標準報酬月額は、年度によって変わる場合があります。

次の①、②のいずれか低い額に掛金率を乗じて求めます。
①　退職時の掛金の標準となった標準報酬の月額
②　平均標準報酬月額（平成28年9月末日現在における現職組合員の平均標準報酬月額）380,000円

×
任意継続掛金の基礎
となる標準報酬の月額
（①、②のいずれか低い額）

=
短期掛金率

介護掛金率

短期掛金額（月額）

介護掛金額（月額）

　

医
療
給
付
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お

り
、
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
各
健
康

保
険
制
度
で
全
て
同
じ
と
な
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
自
己
負
担
額
が
基
準
額

を
超
え
た
場
合
、
任
継
で
は
一
部
負
担
金

払
戻
金
等
の
附
加
給
付
が
受
け
ら
れ
る
の

で
、当
該
給
付
の
な
い
国
民
健
康
保
険
（
以

下
「
国
保
」
と
い
う
。）
と
比
べ
、
給
付
内

容
に
お
い
て
有
利
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

一
方
、
保
険
料
に
お
い
て
は
、
任
継
は

常
に
退
職
時
の
標
準
報
酬
月
額
と
平
均
標

準
報
酬
月
額
と
の
比
較
に
よ
り
保
険
料
を

算
出
す
る
た
め
、
１
年
目
も
２
年
目
も
大

き
く
変
動
し
に
く
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る

の
に
対
し
、
国
保
は
常
に
前
年
の
収
入
を

基
に
保
険
料
を
算
定
す
る
た
め
、
１
年
目

は
高
額
と
な
り
２
年
目
は
大
き
く
引
き
下

が
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
既
に
国
保
に
加
入
さ
れ
て
い
る

ご
家
族
が
い
る
場
合
は
、
国
保
の
保
険
料

は
世
帯
ご
と
に
算
定
さ
れ
、
上
限
額
も
設

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保
険
料
の
追

加
が
少
額
で
済
む
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
の

で
、
市
区
町
村
の
国
保
担
当
窓
口
に
て
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

退
職
後
１
年
目
は
任
継
に
加
入
し
、
２

年
目
は
国
保
に
切
り
替
え
る
こ
と
も
で
き

ま
す
の
で
、
ご
自
身
の
状
況
に
合
わ
せ
て

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

※
国
保
な
ど
他
の
医
療
保
険
制
度
に
一
度

加
入
さ
れ
ま
す
と
、
そ
の
後
任
継
に
加
入

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

退
職
日
の
翌
日
以
降
、
組
合
員
証

は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

退
職
の
際
に
は
必
ず
「
組
合
員
証
」

を
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
（
係
）

を
経
由
し
て
共
済
組
合
へ
返
納
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
組
合
員
被
扶
養
者
証
」、

「
高
齢
受
給
者
証
」、「
特
定
疾
病
療

養
受
療
証
」
及
び
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

あ
わ
せ
て
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。
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【
平
成
　年
度
に

　
　
　

退
職
す
る
方
の
場
合
】

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
被
用
者
年
金
は

一
元
化
さ
れ
、
共
済
年
金
は
厚
生
年
金

に
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
平
成
27
年
10
月
以
降
に

受
給
権
が
発
生
す
る
方
は
、
老
齢
厚
生

年
金
と
退
職
共
済
年
金
（
経
過
的
職
域

加
算
額
）（
注
１
）
を
ご
請
求
い
た
だ

く
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
請
求

方
法
等
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。

　

昭
和
28
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の

一
般
組
合
員
は
年
金
の
支
給
開
始
年
齢

が
段
階
的
に
65
歳
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ

る
（
注
２
）
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

支
給
開
始
年
齢
に
到
達
し
老
齢
厚
生

年
金
等
の
受
給
権
が
発
生
す
る
場
合

は
、
年
金
の
請
求
を
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
再
任
用
で
在
職

中
（
再
任
用
職
員
と
し
て
フ
ル
タ
イ
ム

勤
務
な
ど
に
よ
り
引
き
続
き
組
合
員
資

格
を
有
し
て
い
る
状
態
。
以
下
同
じ
。）

の
方
と
そ
う
で
な
い
方
で
は
取
り
扱
い

が
異
な
り
ま
す
。

　

受
給
権
発
生
時
に
再
任
用
で
在
職
中

の
方
は
、
所
属
所
か
ら
渡
さ
れ
る
年
金

請
求
書
を
受
給
権
発
生
後
、
所
属
所
を

経
由
し
て
速
や
か
に
本
組
合
に
ご
提
出

く
だ
さ
い
。

　

そ
れ
以
外
の
方
は
、
本
組
合
又
は
日

本
年
金
機
構
等
か
ら
自
宅
へ
送
付
さ
れ

る
年
金
請
求
書
を
本
組
合
又
は
年
金
事

務
所
等
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

年
金
は
支
給
開
始
年
齢
到
達
月
の
翌

月
分
（
注
３
）
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
は
、
再
任

用
で
在
職
中
の
方
や
、
退
職
後
に
再
就

職
し
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
は
、
そ
の
標
準
報
酬
月
額
等
に
応
じ

て
、
年
金
額
が
全
額
又
は
一
部
停
止
と

な
り
ま
す
。

　

退
職
共
済
年
金
（
経
過
的
職
域
加
算

額
）
に
つ
い
て
は
、
再
任
用
で
在
職
中

の
間
は
全
額
停
止
と
な
り
ま
す
が
、
そ

れ
以
外
の
間
は
民
間
企
業
等
に
在
職
中

で
あ
っ
て
も
、
全
額
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
再
任
用
で
在
職
中
の
方
が
受

給
権
発
生
後
、
再
退
職
（
組
合
員
資
格

を
喪
失
）
し
た
時
に
は
、
受
給
権
発
生

時
か
ら
退
職
す
る
ま
で
の
組
合
員
期
間

年　

金

と
標
準
報
酬
月
額
（
期
末
手
当
等
を
含

む
。）
を
追
加
算
入
し
再
計
算
を
す
る

「
退
職
改
定
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
共
済
年
金
の
職
域
部
分
廃
止

後
の
新
た
な
年
金
と
し
て
平
成
27
年
10

月
に
創
設
さ
れ
た
退
職
等
年
金
給
付
に

つ
い
て
は
、
原
則
、
65
歳
か
ら
の
支
給

と
な
り
ま
す
の
で
、
65
歳
到
達
時
に
請

求
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

65
歳
到
達
時
に
再
任
用
で
在
職
中
の
方

は
再
退
職
後
の
請
求
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
受
給
権
発
生
時
に
、
遺

族
の
年
金
や
障
害
の
年
金
を
受
給
中
の

場
合
、
原
則
と
し
て
、
い
ず
れ
か
一
つ

の
年
金
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（
注
１
）
平
成
27
年
９
月
ま
で
の
組

合
員
期
間
並
び
に
標
準
報
酬
月
額

等
に
応
じ
て
算
出
さ
れ
る
共
済
年

金
独
自
の
年
金

（
注
２
）
一
定
条
件
に
該
当
す
る
特

定
消
防
組
合
員
の
報
酬
比
例
部
分

支
給
開
始
年
齢
は
、
一
般
組
合
員

の
移
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
よ
り
６
年

遅
れ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
注
３
）
今
年
の
３
月
末
で
定
年
退
職

と
な
る
昭
和
31
年
度
生
ま
れ
の
一

般
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
62
歳
到

達
月
の
翌
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

年
金
の
決
定
請
求
に
つ
い
て

28

　

退
職
に
よ
り
組
合
員
資
格
を
喪
失
す

る
時
に
は
、「
退
職
届
書
」
を
所
属
所

経
由
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
退
職
後
、
住
所
・
氏
名
を
変

更
す
る
場
合
は
、
必
ず
共
済
組
合
年
金

係
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

障
害
の
状
態
に
あ
る
方
に
つ
い
て

は
、
障
害
厚
生
年
金
や
老
齢
厚
生
年
金

の
障
害
者
特
例
の
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
（
係
）

又
は
共
済
組
合
年
金
係
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
障
害
の
程
度
に
つ
い
て
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り

ま
す
。

退
職
届
書
の
提
出
に
つ
い
て

障
害
の
状
態
に
あ
る
方
の

特
例
に
つ
い
て
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で
、
退
職
金
の
運
用
先
と
し
て
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

任
意
継
続
組
合
員
に
な
ら
な
い
場
合

又
は
任
意
継
続
組
合
員
で
な
く
な
っ
た

場
合
は
解
約
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な

り
ま
す
。「
共
済
貯
金
解
約
請
求
書
」を
、

所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課（
係
）を
通

じ
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

共
済
貯
金
の
解
約
送
金
の
日
は
、
通

常
月
末
送
金
日
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

４
月
は
特
に
請
求
件
数
が
多
い
た
め
、

受
付
次
第
、
順
次
送
金
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
各
月
下
旬
に
解
約
請
求
書
を

提
出
さ
れ
た
場
合
は
、〝
至
急
〞の
申
出

を
い
た
だ
き
ま
し
て
も
当
月
内
で
の
送

金
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

共
済
貯
金
は
、
退
職
後
に
共
済
組
合

の
任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
場
合
に

限
り
、
現
職
の
と
き
と
同
様
に
引
き
続

き
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
預
入
は「
臨

時
増
額
貯
金
払
込
書
」に
よ
り
共
済
貯

金
払
込
取
扱
金
融
機
関
か
ら
振
込
み
を

行
う
こ
と
で
、
払
戻
は「
共
済
貯
金
払

戻
請
求
書
」を
共
済
組
合
へ
提
出
す
る

こ
と
で
、
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
共

済
貯
金
払
戻
請
求
書
の
受
付
締
切
日
及

び
送
金
予
定
日
に
つ
い
て
は
、
共
済
組

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の「
共
済
貯

金
払
戻
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
退
職
後
は
定
例
貯
金（
毎
月

貯
金
・
賞
与
貯
金
）の
ご
利
用
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
毎
月
貯
金
・
賞

与
貯
金
そ
れ
ぞ
れ
の
中
止
届（
変
更
届
）

の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
現
在
口
座
を
お
持
ち
で
な
い

方
も
新
た
に
ご
加
入
い
た
だ
け
ま
す
の

保
健
事
業

年
利
１
・
０
％

（
税
引
後
０
・
７
９
６
８
５
％
）

　
　
　
　
　

 

平
成
29
年
３
月
１
日
現
在

　

退
職
後
は
、
人
間
ド
ッ
ク
等
利
用
助

成
な
ど
の
保
健
事
業
は
ご
利
用
で
き
ま

せ
ん
。

　

た
だ
し
、
任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ

た
場
合
は
、
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保

健
指
導
の
み
ご
利
用
で
き
ま
す
。

　

毎
年
６
月
上
旬
に
、「
特
定
健
康
診

査
受
診
券
」を
、
ま
た
特
定
健
康
診
査

の
結
果
で
特
定
保
健
指
導
の
対
象
と

な
っ
た
方
に
は
、
随
時「
特
定
保
健
指

導
利
用
券
」を
ご
自
宅
宛
に
送
付
い
た

し
ま
す
。

　

受
診
券
・
利
用
券
に
同
封
の
契
約
健

診
機
関
一
覧
に
掲
載
の
健
診
機
関
に
て

ご
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
健
康
管
理
・

生
活
習
慣
の
見
直
し
な
ど
に
是
非
お
役

立
て
く
だ
さ
い
。

　

退
職
後
の
ご
利
用
は
で
き
ま
せ
ん

（
任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
場
合
で

も
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
。）の
で
、
退
職

す
る
と
き
に
貸
付
又
は
物
資
供
給
事
業

の
未
償
還
金
が
残
っ
て
い
る
場
合
は
、

退
職
金
か
ら
控
除
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
と
な
り
ま
す
。

貸
付
事
業

物
資
供
給
事
業

退
職
後
の
保
健
事
業
に
つ
い
て

貯
金
事
業
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養育特例って？養育特例って？

開　始 終　了

・子が生まれたとき
・子と養子縁組したとき
・子と同居したとき
・掛金免除（育休・産休）を終了したとき

・子が３歳に到達したとき
・組合員資格を喪失したとき
・他の子を養育することとなったとき
・子の死亡又は子と別居により養育し
なくなったとき

・掛金免除（育休・産休）を開始したとき
・組合員が７０歳に到達したとき

➡

※組合員が７０歳以上の場合は、新設された
退職等年金給付においてのみ特例が適用さ
れます。

対象者は？対象者は？

適用期間は？適用期間は？

３歳未満の子を養育している組合員について、養育開始後の標準報酬月額が養育開始前
の標準報酬月額（以下「従前標準報酬月額」という。）を下回るとき、組合員からの申出
により、年金額の計算においては従前標準報酬月額を適用する制度です。
　なお、この制度は、短時間勤務や時間外勤務の減少等で報酬が低くなったことにより、将
来受け取る年金が低くなることを避けるための措置であることから、短期給付等の算定基礎
となる標準報酬月額には適用されません。

・３歳未満の子を養育している組合員です。ただし、単身赴任等で子と別居
　している場合は対象となりません。
・ 男女ともに対象となります。
・「子を被扶養者としている」などの要件はありません。
・「育児短時間勤務・部分休業を取得している」などの要件もありません。

３歳未満の子を養育する
組合員の皆様へ

３歳未満の子を養育する
組合員の皆様へ

平成２７年１０月からの被用者年金一元化に伴い
年金計算における養育特例制度がスタートしました！

男性も対象です！
お得な制度を上手に
利用しましょう！
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終　了

開　始

共済組合のホームページ等で「３歳未満の子を養育する旨の申出書」を入手し、必要事項を
ご記入の上、下記書類を添えて共済事務担当課を経由してご提出ください。

添付書類（提出日から９０日以内に発行されたものに限る。）

・戸籍抄本
・世帯全員の住民票

▼

就業 産休

掛金等を算定するときの標準報酬月額
年金額を算定するときの標準報酬月額

出生（養育開始）

育休 就業・短時間勤務等

従前標準報酬月額従前標準報酬月額

従前標準報酬月額
の保障

従前標準報酬月額
の保障

短時間勤務等
により下がった
標準報酬月額

短時間勤務等
により下がった
標準報酬月額

短時間勤務等により、養育開始後の標準報酬月額が従前標準報酬月額を
下回っているため、差額が年金額の算定上保障されます。

育児休業等終了時改定

掛金等免除の期間 養育特�の期間

手続方法は？手続方法は？

特例適用のイメージ特例適用のイメージ

共済組合のホームページ等で「３歳未満の子を養育しない旨
の届出書」を入手し、必要事項をご記入の上、共済事務担当課を
経由してご提出ください。
ただし、子が３歳に到達したときや組合員資格を喪失したと
きは、提出の必要はありません。

【養育特例に関する問合せ先】　共済組合総務課　総務係　℡089（945）6315

　共済だより 3月号 Vol.2939



　

今
年
度
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
1
か
月

と
な
り
、
卒
業
、
進
学
、
就
職
な
ど
、

被
扶
養
者
に
異
動
が
多
い
時
期
と
な
り

ま
し
た
。

　

被
扶
養
者
の
方
に
異
動
が
生
じ
た
場

合
は
、
認
定
・
取
消
等
の
手
続
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
年
度
が
替
わ
る
忙
し
い

時
期
、
異
動
手
続
を
忘
れ
が
ち
に
な
り

ま
す
の
で
、
異
動
手
続
の
必
要
が
あ
る

か
下
図
で
確
認
の
上
、
該
当
す
る
方
は

速
や
か
に
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

被
扶
養
者
の
取
消
手
続
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
次
の
書
類
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

○
被
扶
養
者
申
告
書

○
組
合
員
被
扶
養
者
証

　

学
校
卒
業
後
、
就
労
の
意
思
が
あ
り

な
が
ら
就
職
が
決
ま
ら
な
か
っ
た
た

め
、
引
き
続
き
組
合
員
の
扶
養
を
受
け

る
場
合
は
、
次
の
書
類
等
を
４
月
末
ま

で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
被
扶
養
者
申
告
書

○
扶
養
事
実
の
申
立
書

○
組
合
員
被
扶
養
者
証

　

扶
養
の
事
実
・
扶
養
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
実
状
を
調
査
確
認
し
た
上
で
、

認
定
の
可
否
を
判
定
し
ま
す
。
な
お
、

認
定
期
間
に
つ
い
て
は
、
最
長
1
年
間

と
な
り
ま
す
。

就
職
す
る
と
き

就職後、速やかに被扶養者申告書、組合員被扶養者
証を提出してください。

４月末までに被扶養者申告書、扶養事実の申立書、診
断書または障害者手帳の写しを提出してください。

７月に実施予定の被扶養者の資格調査時に在学証明
書を提出してください。

４月末までに認定更新の手続きをしてください。

速やかに取消手続きをしてください。

平
成
29
年
４
月
か
ら
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
と

な
ら
な
い
被
扶
養
者（
子
）の
方
は
い
ま
す
か
？

NO

YES

NO

YES
就
職
が
決
ま
っ
て
い
る

届出不要

取消

取消

継　

続　

認　

定

卒業したが傷病のため
就労できない場合

①

引き続いて在学中の場合
（大学（院）、専門学校等）
②

上記①、②に該当しない場合③

実状調査

　

被
扶
養
者
の
取
消
後
は
、
組
合

員
被
扶
養
者
証
を
使
用
し
て
保
険

医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
等
に
加
入

す
る
な
ど
保
険
証
が
変
わ
っ
た
場

合
は
、
医
療
機
関
等
の
窓
口
に
必
ず

申
出
を
行
い
、
新
し
い
保
険
証
を
提

し
て
く
だ
さ
い
。

　

取
消
手
続
が
遅
れ
、
そ
の
ま
ま
組

合
員
被
扶
養
者
証
を
使
用
し
て
保

険
診
療
を
受
け
た
場
合
に
は
、
取
消

日
に
遡
っ
て
共
済
組
合
が
支
払
っ

た
医
療
費
を
全
額
返
還
し
て
い
た

だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

組
合
員
証
の
提
示
に

ご・

注・

意・

く
だ
さ
い

学
校
を
卒
業
し
た
が

就
職
が
で
き
な
い
と
き

就
職
シ
ー
ズ
ン

被
扶
養
者
の
取
消
手
続
を

　
　
　
　
　
　

お
忘
れ
な
く
！

被
扶
養
者
の
取
消
手
続
を

　
　
　
　
　
　

お
忘
れ
な
く
！

【このページについての問合せ先】　共済組合総務課　総務係　☎ 089（945）6315
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接骨院・整骨院で柔道整復師から受ける施術には、組合員証が使える場合と使
えない場合があります。利用の際は、負傷の原因を正確に伝えて適正な受診をさ
れますようお願いします。

接骨院や整骨院の看板に「各種保険取扱」と表示されていることがありますが、組合員証を
使うことができるのは、以下の「組合員証が使える場合」のみですのでご注意ください。

組合員証が使える場合　（一部自己負担）
○打撲、ねんざ、挫傷（肉離れ等）
○骨折、脱臼などの応急処置
　（応急手当後の施術については、医師の同意が必要です。）

※　上記の場合でも、公務上（仕事中）や通勤中におきた負傷については、
　組合員証を使用できません。（公務・通勤災害の対象となります。）

組合員証等を提示して施術を受けた場合、「療養費支給申請書」に署名が必
要になりますが、この請求書には傷病名や施術内容などが記載されています
ので、必ず内容（傷病名、日数、金額など）を確認して署名してください。
また、領収書は必ずもらうようにして、金額などに相違がないか確認しましょう。
医療費控除を受ける際にも必要となりますので大切に保管してください。

）担負己自額全（ 合場いなえ使が証員合組
○日常生活における疲労、肩こり、腰痛
○スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
○あんま・マッサージ代わりの利用
○内科的原因による疾患（神経痛やリウマチなどからくる凝りや痛み等）
○骨折、脱臼（応急処置又は医師の同意が得られているものを除く）
○症状の改善がみられない長期の施術　　　　　　　　　など

柔道整復師（接骨院・整骨院）のかかり方
〈単なる肩こりや腰痛などに組合員証は使えません〉

○

×

施術内容について共済組合委託業者からおたずねすることがあります
　平成 29年度から医療費適正化対策の一環として、柔道整復施術療養の内容審査を専門の内容審
査会社（株式会社オークス）に委託します。その内容審査を行うにあたって、柔道整復師から施
術を受けた方に、必要に応じて委託会社から文書により施術内容等について照会させていただく
場合があります。そのため、負傷部位、施術内容、施術日の記録、領収書等を保管していただき、
照会がありましたら、お手数をおかけしますがご自身で回答していただきますようご協力をお願
いします。
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★
年
金
者
連
盟
か
ら
の
ご
案
内
★

★
年
金
者
連
盟
か
ら
の
ご
案
内
★

  

年
金
者
連
盟
と
は
…

　
「
愛
媛
県
市
町
村
職
員
年
金
者
連
盟
」

は
、
愛
媛
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
組

合
員
で
あ
っ
た
方
で
、
全
国
市
町
村
職
員

共
済
組
合
連
合
会
か
ら
年
金
を
受
給
さ

れ
、
年
金
者
連
盟
に
加
入
さ
れ
た
方
を
会

員
と
す
る
団
体
で
す
。

　

ま
た
、
年
金
請
求
待
機
者
の
方
も
連
盟

活
動
に
参
加（
会
費
免
除
）し
て
頂
け
ま
す
。

　

年
金
者
連
盟
は
、
年
金
受
給
者
の
退
職

後
に
お
け
る
会
員
相
互
の
親
睦
と
経
済
生

活
の
向
上（
年
金
改
善
運
動
）を
目
的
に
昭

和
43
年
に
設
立
さ
れ
、
現
在
の
会
員
数
は

約
８
８
０
０
名
と
な
っ
て
お
り
、
県
下
郡

市
に
よ
る
18
支
部
と
分
会
に
分
か
れ
て
活

動
し
て
い
ま
す
。

  
主
な
活
動
と
事
業

❶ 
各
支
部（
又
は
分
会
）の
総
会
開
催
時
の

　

 

年
金
制
度
改
正
の
説
明
や
年
金
相
談

❷ 

年
金
受
給
者
の
処
遇
改
善
の
陳
情
を
全

　

 

国
の
連
盟
と
共
に
実
施

❸ 

会
員
の
金
婚
・
長
寿（
古
希
・
喜
寿
・
米

　

 

寿
・
白
寿
）の
慶
祝
と
弔
慰
金
の
給
付

❹ 

「
連
盟
だ
よ
り
」の
年
２
回
発
行

❺ 

団
体
傷
害
保
険
・
団
体
疾
病
保
険
・

　

 

が
ん
保
険
の
斡
旋
な
ど

  

連
盟
の
会
費
と
加
入
方
法

会
費
の
額
／
年
金
額
に
応
じ
年
間
５
０
０

円
〜
５
０
０
０
円

会
費
納
入
方
法
／
毎
年
４
月
の
年
金
支
給

期
に
年
金
か
ら
控
除

加
入
方
法
／「
年
金
者
連
盟
加
入
届
」に
住

所
・
氏
名
等
を
記
入
捺
印
の
う
え
ご
提
出

下
さ
い
。

  

お
問
い
合
わ
せ

　

ご
不
明
な
点
や
詳
細
は
、
共
済
事
務
担
当

課
、ま
た
は
、愛
媛
県
市
町
村
職
員
年
金
者
連

盟 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
８
９

－

９
２
１

－

５
６
５
１

ま
で

年
金
請
求
待
機
者
に
な
ら
れ
た
ら
ぜ
ひ

　
　
　
　

年
金
者
連
盟
に
ご
加
入
く
だ
さ
い
！！
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3　I'm fine 2014 春（8頁版）

睡眠は、休養の基本！

「質」を高めるためのヒント
睡眠は、もっとも手軽で、もっとも効率のよい休養です。

ただし、必要な「量」には個人差があるため、注目すべきは「質」といえます。
自分の睡眠習慣を見直して、上手な休養をとりましょう。

Ｎ
Ｇ
習
慣
、

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

よ
い
睡
眠
は
、

「
朝
」
決
ま
る
！

　
お
風
呂
は
ぬ
る
め
で
ゆ
っ
く
り

　
熱
い
お
風
呂
は
交
感
神
経
を
刺
激
し
て
し
ま

い
、
シ
ャ
ワ
ー
だ
け
だ
と
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
ま

せ
ん
。
副
交
感
神
経
の
働
き
を
高
め
る
38
〜

40
℃
く
ら
い
の
ぬ
る
め
の
お
風
呂
に
ゆ
っ
く

り
浸
か
り
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
自
然
と
体
温
が

下
が
る
入
浴
後
１
時
間
以
内
に
ベ
ッ
ド
に
入
る

と
、
寝
つ
き
や
す
く
な
り
ま
す
。

　
夜
９
時
以
降
は
強
い
光
を
避
け
る

　
眠
り
を
誘
う
睡
眠
ホ
ル
モ
ン
「
メ
ラ
ト
ニ
ン
」
は
、
強
い
光

に
よ
っ
て
分
泌
が
阻
害
さ
れ
ま
す
。
特
に
パ
ソ
コ
ン
や
薄
型
テ

レ
ビ
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
ブ
ル
ー
ラ
イ

ト
を
夜
遅
く
ま
で
浴
び
続
け
る
と
、
メ
ラ
ト
ニ
ン
が
抑
制
さ
れ

て
眠
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
を
カ
ッ
ト
す
る
Ｐ
Ｃ

メ
ガ
ネ
の
着
用
な
ど
、
上
手
に
強
い
光
を
避
け
ま
し
ょ
う
。

　
寝
酒
は
や
め
る

　
ア
ル
コ
ー
ル
は
寝
つ
き
を
よ
く
し
ま

す
が
、
中
途
覚
醒
作
用
、
利
尿
作
用
が

あ
る
た
め
、
結
果
的
に
睡
眠
の
質
を
低

下
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。ア
ル
コ
ー

ル
に
頼
る
よ
り
も
、
睡
眠
薬
の
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
医
師

の
処
方
に
従
い
、
正
し
く
服
用
す
れ
ば
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
コ
ー
ヒ
ー
は
夕
方
以
降
飲
ま
な
い

　
カ
フ
ェ
イ
ン
に
も
覚
醒
作
用
、
利
尿
作
用
が
あ
り
ま
す
。

覚
醒
作
用
は
数
時
間
続
き
ま
す
の
で
、
夕
方
以
降
の
コ
ー

ヒ
ー
や
紅
茶
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
朝
日
を
浴
び
て
、

　
体
内
時
計
を
リ
セ
ッ
ト

　
太
陽
の
光
を
浴
び
て
か
ら
15
時

間
前
後
で
、
メ
ラ
ト
ニ
ン
が
分
泌

さ
れ
ま
す
。
起
床
後
、
な
る
べ
く

早
く
朝
日
を
浴
び
て
お
く
こ
と
が

早
い
就
寝
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
自
然
に
朝
日
が

　
部
屋
に
入
る
工
夫
を
プ
ラ
ス

　
カ
ー
テ
ン
を
少
し
開
け
て
お
く
と
、
自
然
と
朝
日
が
部
屋

に
入
り
ま
す
。
朝
日
の
方
向
に
遮
光
カ
ー
テ
ン
を
少
し
開
け

て
お
く
の
も
ひ
と
つ
の
手
で
す
。

　
朝
食
を
き
ち
ん
と
と
る

　
朝
食
は
、
午
前
中
か
ら

活
動
的
に
過
ご
す
た
め
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補
給
す
る

と
同
時
に
、
体
の
中
を
目

覚
め
さ
せ
ま
す
。
朝
食
を

と
る
時
間
を
確
保
す
る
こ

と
は
、
早
起
き
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。

　
休
日
こ
そ
早
起
き
し
よ
う

　
休
日
だ
か
ら
と
い
っ
て
遅
く
ま
で
寝
て
い
る
と
、
メ
ラ
ト

ニ
ン
の
分
泌
も
遅
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
１
週
間
を
元
気

よ
く
ス
タ
ー
ト
す
る
た
め
に
も
、
早
寝
早
起
き
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

「不眠症」が
疑われる
ときは？

生活習慣〝改善〞メソッド ■監修　遠藤 拓郎　スリープクリニック調布 院長（睡眠医療認定医師）すぐで
きる！

□床に入って30分以上も寝つけない

□就寝中に３回以上目が覚める

～１つでも２週間以上続く場合は、睡眠医療認定医師等の専門医へ～

就寝前の
ヒント

起床時の
ヒント

□起床予定時間の30分以上前に目が覚める

□日中に３回以上、眠気に襲われる
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入学・修学貸付受付中です
　共済組合では、組合員又は被扶養者（共済組合の被扶養者の認定を受けていない子を含む。）
の入学・修学に必要な資金の貸付（入学貸付・修学貸付）を行っています。貸付の申込時期は
３月～４月です。５月以降は、貸付額が制限される場合や貸付できない場合がありますので、
利用を希望される方は、お早めに所属所の共済事務担当課（係）へお申し出ください。

○貸付利率は、年２．66％
　※貸付利率は、貸付規程の本則利率の改正や財政融資資金利率の変動に伴い変動します。
○修学貸付は修業期間中、入学貸付は申し出があった場合に、修業年限を限度として元金の償還が据

）。すまりなに還償のみの分息利は中間期置据金元（。すまれか置え　
　※修学貸付は、申出により、修学終了を待たずに償還を開始することができます。
○毎月の償還額（他の金融機関等からの借入や共済組合物資供給事業を含む。）が給料月額の３０％を
　超える場合、又は年間の償還額（他の金融機関等からの借入や共済組合物資供給事業を含む。）が年
　収の３０％を超える場合は、貸付を受けられません。
○制度の詳細については共済組合ホームページをご覧ください。その他ご不明な点は、共済組合貯金貸
　付係又は所属所の共済事務担当課（係）までお問い合わせください。

由
事
付
貸

等
率
利
付
貸

額
度
限
付
貸

入　学　貸　付 修　学　貸　付

入学時に要する諸費用
●入学金、教科書代、授業料等
●敷金礼金等
●受験料

修学（進学・進級）に要する諸費用
●当該年度分（※）の授業料、通学費用
●家賃

修業年限の年数に相当する月数１月につき
１５万円以内（年額１８０万円を超える場合
は１８０万円）　　　　　　　※１万円単位

給料月額の６か月分以内
（２００万円を超える場合は２００万円）
※１万円単位

※秋季入学等のケースについては進級又は卒
業までの最長１年分（９月進級のときは８月
分まで）となります。なお、申込時期は必要と
する時期の２か月前からとなります。

【このページについての問合せ先】　共済組合経理課　貯金貸付係　℡089（945）6316

平成29年 3月 1日現在

物資供給

事業の
ご案内

物資供給事業契約業者
（指定店）では、共済組
合の立替払いで自動車等
の生活必需品が購入でき
ます（上限200万円）。
償還（返済）方法は、支払い忘れのない給与控除で、毎月
給料からは 60 回以内、賞与からは立替金額の半分以内でそ
れぞれ自由に設定できますので、ご利用をご検討ください。
なお、事業の詳細及び指定店名簿につきましては、共済組
合ホームページをご覧ください。

マイカー購入はマイカー購入は
共済組合で共済組合で

年利年利2.9%2.9%
（変動金利）

■物資指定店（取消）

区分
年月日
（変更は
届出日）

指定店名 所在地 取扱商品

取消 H28.12.31 野間モータース
今治市伯方町有津
甲 11-1

自動車

取消 H28.12.31（株）三九自動車 今治市高橋甲205-1 自動車

取消 H28.12.31 カワカミ自動車
大洲市肱川町宇和
川 3353

自動車

取消 H28.12.31（有）菊池自動車
八幡浜市松柏乙
1095

自動車

取消 H29.1.31 T・P・G・L
松 山市西垣生町
1714-1

自動車
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─組合の現況─
（平成２9年1月末現在）

◎所属所数 ..................................................................41
◎組合員数 .............................................14,539人
　　　　男 .................................................9,416人
　　　　女 .................................................5,123人
◎平均標準報酬月額（短期） ...381,308円
◎被扶養者数 .......................................16,611人
　（含任継 ...............................................内 142人）
◎任意継続組合員 ......................................214人
◎年金受給者数 ..................................17,565人

◎発行所／愛媛県市町村職員共済組合　松山市三番町5丁目13-1
◎編集発行人／伊藤　正　URL http://www.ehime-kyosai.jp/　 環境にやさしい大豆油インキを

使用しています。

表
紙
に
よ
せ
て

柚
鬼
媛（
ゆ
き
ひ
め
）（
鬼
北
町
）

全
国
の
自
治
体
の
う
ち
〝
鬼
〞
の

文
字
が
入
る
唯
一
の
町
、
鬼
北
町
で

は
〝
鬼
の
町
づ
く
り
〞
を
進
め
て
お

り
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
平
成
27
年

2
月
1
日
に
鬼
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
「
鬼

王
丸
」
を
建
立
し
ま
し
た
。〝
鬼
の
ま

ち
づ
く
り
〞
を
進
め
る
中
で
、
平
成

28
年
11
月
20
日
に
第
二
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
日
吉
地
区
へ
「
鬼
王
丸
」
の

母
「
柚
鬼
媛
」
を
建
立
し
た
と
こ
ろ

で
す
。
世
界
的
な
フ
ィ
ギ
ュ
ア
メ
ー

カ
ー
「
海
洋
堂
」
の
協
力
に
よ
り

〝
剛
〞
の
「
鬼
王
丸
」
と
は
違
っ
た

〝
柔
〞
と
〝
優
〞
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る

美
し
い
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
訪
れ
る
人
々

に
愛
と
希
望
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。 

  

ま
た
、
3
月
下
旬
か
ら
4
月
上
旬
に

か
け
て
は
「
柚
鬼
媛
」
が
設
置
し
て
あ

る
日
吉
地
区
で
「
四
万
十
街
道
ひ
な
ま

つ
り
」
も
開
催
予
定
で
す
。
2
0
0
体

を
超
え
る
雛
人
形
や
、
キ
ャ
ン
ド
ル
に

彩
ら
れ
た
幻
想
的
な
座
敷
雛
な
ど
が
道

の
駅
や
商
店
街
に
展
示
さ
れ
ま
す
。
み

な
さ
ん
も
魅
力
溢
れ
る
〝
鬼
〞
の
町
を

散
策
し
て
み
ま
せ
ん
か
。


